
○

借
地
借
家
法
（
平
成
三
年
法
律
第
九
十
号
）
（
抄
）
（
第
三
十
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
期
借
地
権
）

（
定
期
借
地
権
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

２

前
項
前
段
の
特
約
が
そ
の
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁

（
新
設
）

気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら

れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い

う
。
第
三
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
っ

て
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
特
約
は
、
書
面
に
よ
っ
て
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、

前
項
後
段
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
定
期
建
物
賃
貸
借
）

（
定
期
建
物
賃
貸
借
）

第
三
十
八
条

（
略
）

第
三
十
八
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
建
物
の
賃
貸
借
の
契
約
が
そ
の
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的

（
新
設
）

記
録
に
よ
っ
て
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
契
約
は
、
書
面
に
よ
っ
て
さ
れ
た
も
の
と

み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
物
の
賃
貸
借
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
建
物
の
賃
貸

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
建
物
の
賃
貸
借
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
建
物
の
賃
貸
人

人
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
建
物
の
賃
借
人
に
対
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
建
物
の
賃
貸

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
建
物
の
賃
借
人
に
対
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
建
物
の
賃
貸
借

借
は
契
約
の
更
新
が
な
く
、
期
間
の
満
了
に
よ
り
当
該
建
物
の
賃
貸
借
は
終
了
す
る

は
契
約
の
更
新
が
な
く
、
期
間
の
満
了
に
よ
り
当
該
建
物
の
賃
貸
借
は
終
了
す
る
こ

こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

と
に
つ
い
て
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な



い
。

い
。

４

建
物
の
賃
貸
人
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
政
令
で
定

（
新
設
）

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
建
物
の
賃
借
人
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ

き
事
項
を
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報

通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
法
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）

に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
建
物
の
賃
貸
人

は
、
当
該
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

５

建
物
の
賃
貸
人
が
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
を
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
契
約
の

３

建
物
の
賃
貸
人
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
を
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
契
約
の
更

更
新
が
な
い
こ
と
と
す
る
旨
の
定
め
は
、
無
効
と
す
る
。

新
が
な
い
こ
と
と
す
る
旨
の
定
め
は
、
無
効
と
す
る
。

６
～
９

（
略
）

４
～
７

（
略
）

（
取
壊
し
予
定
の
建
物
の
賃
貸
借
）

（
取
壊
し
予
定
の
建
物
の
賃
貸
借
）

第
三
十
九
条

（
略
）

第
三
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
特
約
が
そ
の
内
容
及
び
前
項
に
規
定
す
る
事
由
を
記
録
し
た
電
磁
的

（
新
設
）

記
録
に
よ
っ
て
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
特
約
は
、
同
項
の
書
面
に
よ
っ
て
さ
れ
た

も
の
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。



○

大
規
模
な
災
害
の
被
災
地
に
お
け
る
借
地
借
家
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
五
十
八
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
被
災
地
短
期
借
地
権
）

（
被
災
地
短
期
借
地
権
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
の
定
め
が
あ
る
借
地
権
の
設
定
を
目
的
と
す
る
契
約
が
そ
の
内
容
を
記

（
新
設
）

録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て

は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に

よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
っ
て
さ
れ
た
と
き
は
、

そ
の
契
約
は
、
書
面
に
よ
っ
て
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
前
項
の
規
定
を
適
用

す
る
。
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